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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）金属板と、前記金属板の片面に形成されたリードとからなる金属基板を用意する工
程と、
（ｂ）前記リード上に半導体チップを搭載し、前記半導体チップと前記リードとを電気的
に接続する工程と、
（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記金属基板を成形金型に装着し、前記成形金型のキャビテ
ィ内に溶融した樹脂を流し込み、前記樹脂に熱を加えることによって、前記リード、およ
び前記半導体チップを覆う第１封止体と、前記成形金型のカル、ランナおよびゲートに位
置し、前記第１封止体と一体の第２封止体とを形成する工程と、
（ｄ）前記第１および第２封止体が形成された前記金属基板を前記成形金型から取り出し
た後、前記金属基板の裏面がゲートブレーク装置の基板ステージの上面と接触するように
、前記金属基板を前記基板ステージ上に位置決めし、前記金属基板を前記基板ステージに
密着させる工程と、
（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記第２封止体に荷重を印加することによって、前記第２封
止体を前記第１封止体から分離・除去する工程と、
（ｆ）前記（ｅ）工程の後、前記第１封止体から前記金属板を剥離する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後、前記第１封止体をダイシングすることによって、半導体パッ
ケージを得る工程と、
　を含む半導体装置の製造方法であって、
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　前記（ｄ）工程において、前記第１および第２封止体が形成された前記金属基板を前記
成形金型から取り出した後、前記金属基板を前記基板ステージに密着させる工程に先だっ
て、前記金属基板を前記基板ステージと非接触の状態に保ちながら、前記金属基板を室温
雰囲気中で徐冷する工程をさらに含み、
　前記基板ステージは、複数の支持部材を備えており、前記（ｄ）工程において、前記成
形金型から取り出した前記金属基板を前記複数の支持部材で支持することによって、前記
金属基板を前記基板ステージと非接触の状態に保つことを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項２】
　前記基板ステージは、金属からなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項３】
　前記支持部材は、板バネ、コイル状の押しバネ、トーションバネ、またはゴム状弾性体
で構成されていることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記（ｄ）工程において、前記金属基板を前記成形金型から取り出してから、前記金属
基板の徐冷が完了するまでの時間は、２０秒以上であることを特徴とする請求項１記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記リードは、電鋳加工法によって前記金属板の片面に形成された電着層からなること
を特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記金属板は、ステンレスからなることを特徴とする請求項１記載の半導体装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、金属板に形成されたダイパッド部上に
半導体チップを搭載し、モールド後に封止体から金属板を剥離することによって製造され
る薄型半導体パッケージに適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体製品の多用途化に伴い、実装基板（マザーボード）上に搭載される半導体
装置のパッケージ形態も多様化しつつある。これらの半導体パッケージ（以下、単にパッ
ケージという）のうち、ＳＯＮ(Small Outline Nonlead Package)やＱＦＮ(Quad Flat No
n-leaded Package)は、半導体装置と外部機器とを電気的に接続するための外部端子が、
主に半導体チップを保護している樹脂封止体の実装面（すなわち下面）に露出していると
いう特徴がある。そのため、外部端子が樹脂封止体の側面から突出しているＳＯＰ(Small
 Outline Package)やＱＦＰ(Quad Flat Package)に比べて実装面積を縮小できるという利
点があり、主として携帯電話などの小型情報通信端末用パッケージへの適用が増加しつつ
ある。
【０００３】
　上述したＳＯＮやＱＦＮは、リードフレームのダイパッド部上に搭載した半導体チップ
を樹脂封止した後、封止体の外部に露出したリードフレームの不要箇所を切断・除去する
ことによって取得される。しかし、上記リードフレームの切断・除去工程では、外部端子
となるリードの一部も同時に切断されるので、封止体の側面にリードの切断バリが生じる
ことになり、この切断バリを除去するための付加的な工程が別途に必要となる。また、リ
ードの切断バリは、リードフレームの切断に使用するブレードの寿命を低下させる一因に
もなる。
【０００４】
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　そこで、リードフレームの切断・除去工程でリードを切断しなくても済むように、特許
文献１（特開平０３－９４４６０号公報）では、絶縁性を有するベースフィルム上にリー
ドおよび半導体チップを配置してパッケージを製造する技術を開示している。このパッケ
ージを製造するには、まず、ベースフィルム上に金属層を剥離可能に設けた転写フィルム
を用意する。次に、この転写フィルムの金属層をエッチングしてリードを形成し、このリ
ードに半導体チップを接続した後、転写フィルムの半導体チップが搭載された一方の面を
、半導体チップ、リードを含めて一体的に樹脂封止する。その後、ベースフィルムを樹脂
封止体から剥離・除去すると、ベースフィルム上のリードが樹脂封止体側に転写されてパ
ッケージが完成する。
【０００５】
　特許文献２（特開２００５－２２８７６９号公報）は、フィルム状の配線板に実装した
半導体チップをトランスファモールドで封止した後、金型のゲート部、ランナ部およびカ
ル部に残った不要な樹脂を除去する工程で配線板に擦り傷がついたり、折り曲げ跡が残っ
たりすることを防ぐ技術を開示している。この特許文献に記載されたモールド方法は、半
導体チップを封止する工程に先立ち、モールド金型のランナ部と重なる領域の配線板に貫
通孔を設けておく。そして、樹脂封止後、配線板の実装面側からモールド部の樹脂に荷重
をかけると共に、配線板の裏面側から貫通孔内の樹脂に荷重を加え、配線板のモールド部
と重なる領域と、ゲート部およびランナ部と重なる領域とのなす角を、あらかじめ定めら
れた角度にする。これにより、配線板に触れることなくゲート部の樹脂およびランナ部の
樹脂を配線板から剥がすことが可能になる。
【特許文献１】特開平０３－９４４６０号公報
【特許文献２】特開２００５－２２８７６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１に記載されたような転写フィルムを使用して半導体パッ
ケージを製造する方法は、絶縁性ベースフィルムの剛性がリードフレームよりも低いこと
から、ベースフィルム上のリードと半導体チップとを電気的に接続するワイヤボンディン
グ工程において、リードがキャピラリの荷重で沈み込んだり、リードとワイヤとの接触が
キャピラリの超音波振動で不安定になったりするために、リード－ワイヤ間の接続信頼性
が低下することが本発明者の検討によって明らかとなった。
【０００７】
　その対策として、本発明者は、絶縁性ベースフィルムの代わりに金属基板を用いてパッ
ケージを製造する技術を検討した。この技術の概要は、次の通りである。
【０００８】
　まず、ステンレスなどからなる金属板の片面に電鋳(electro forming)加工法でリード
とダイパッド部を形成することによって金属基板を作製する。通常、この金属基板には、
パッケージ複数個分のリードとダイパッド部が形成される。
【０００９】
　次に、上記金属基板のダイパッド部上に半導体チップを搭載し、半導体チップ－リード
間をＡｕワイヤで接続した後、成形金型を用いたトランスファモールド法により、金属基
板の片面に形成されたリードおよびダイパッド部と、半導体チップおよびＡｕワイヤを封
止体で気密封止する。具体的には、上記ワイヤボンディング工程が完了した金属基板を成
形金型の上型と下型とで挟んで固定した後、加熱溶融した樹脂（封止体材料）を成形金型
のキャビティに流し込み、この樹脂に熱を加えることで硬化させて、金属基板の片面に封
止体を形成する。
【００１０】
　次に、上記封止体が形成された金属基板を成形金型から取り出した後、封止体から金属
板を剥離すると、金属板の表面に形成されたリードおよびダイパッド部も同時に剥離して
封止体側に転写される。その後、封止体をダイシングテープに貼り付け、ダイシングブレ



(4) JP 5167022 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

ードを使って封止体を切断することによって、多数個のパッケージを取得する。
【００１１】
　このように、金属基板を使ってパッケージを製造する上記の方法は、硬い金属板の表面
にダイパッド部およびリードを形成するので、ワイヤボンディング工程において、リード
がキャピラリの荷重で沈み込んだり、リードとＡｕワイヤとの接触がキャピラリの超音波
振動で不安定になったりすることがない。また、電鋳加工法を用いることにより、リード
フレームよりも薄い膜厚のリードおよびダイパッド部を形成することができるので、超薄
型のパッケージを実現することができる。
【００１２】
　しかしながら、上記のような金属基板を使ってパッケージを製造する場合は、次のよう
な新たな問題が生じることが本発明者の検討によって明らかとなった。
【００１３】
　まず、封止体は、成形金型のゲートを通じてキャビティ内に溶融樹脂（溶融樹脂温度＝
１７５℃～１８０℃）を供給し、その後、溶融樹脂を熱硬化させることによって形成され
るが、このとき、成形金型のカル、ランナおよびゲートの内部で硬化した不要な樹脂がキ
ャビティ内の封止体と一体に形成される。そこで、封止体を形成した後は、封止体と一体
に形成された上記不要な樹脂を封止体から分離・除去した後、金属基板を次工程（金属板
剥離工程）に搬送する。
【００１４】
　ここで、不要な樹脂を封止体から分離・除去する作業は、ゲートブレーク装置と呼ばれ
る樹脂切断装置を使って行われる。ゲートブレーク装置は、水平な上面を有する基板ステ
ージを備えており、この基板ステージの上方には、封止体押さえ板、基板押さえ板および
樹脂突き落とし板がそれぞれ上下動可能に設けられている。基板ステージは、樹脂を封止
体から分離・除去する際に上面の端部が摩耗するのを抑制したり、上面の平坦性を確保し
たりする必要があるので、厚い金属板によって構成されている。
【００１５】
　不要な樹脂を封止体から分離・除去するには、まず成形金型から取り出した金属基板を
基板ステージの上に位置決めし、封止体押さえ板および基板押さえ板をそれぞれ封止体お
よび金属基板に押し付けて基板ステージ上に固定する。次に、樹脂突き落とし板を不要な
樹脂に押し付けると、不要な樹脂のうち、成形金型のゲート部分に残った薄い膜厚の樹脂
が切断され、不要な樹脂全体が封止体から分離・除去される。
【００１６】
　上記ゲートブレーク装置は、装置を設置する場所の小スペース化や、作業の迅速化を図
るために、成形金型の近傍に設置される。そのため、成形金型から取り出された金属基板
は、高い温度（通常１５０℃以上）を保ったままゲートブレーク装置の基板ステージ上に
位置決めされる。ところが、前述したように、基板ステージは、熱伝導性が高い金属材料
で構成されているので、室温と同程度の温度の基板ステージに高温の金属基板が接触する
と、封止体および金属基板の熱が基板ステージに急速に伝わり、封止体および金属基板の
温度が急激に低下する。その結果、封止体と金属基板の熱膨張係数差に起因して両者の界
面に強い熱応力が加わり、封止体に反りが発生する。
【００１７】
　冷却過程で発生した封止体の反りは、封止体から金属板を剥離した後も残留する。その
ため、次のダイシング工程で封止体をダイシングテープに貼り付けた時に、封止体の一部
がダイシングテープから浮いてしまうので、正確な位置での切断が困難となる。また、反
りの生じた封止体をダイシングブレードで切断して多数のパッケージを取得すると、パッ
ケージの形状や寸法がばらついてしまう。
【００１８】
　成形金型から取り出した後、不要な樹脂を分離・除去するまでの間に封止体に反りが発
生するのを防ぐ対策として、ゲートブレーク装置の基板ステージ内に温度調節機構を設け
、基板ステージ上に位置決めされた金属基板を徐々に冷却することが考えられる。
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【００１９】
　しかし、基板ステージ内に温度調節機構を設けることは、ゲートブレーク装置の設備コ
ストの上昇を引き起こし、ひいてはパッケージの製造コストを引き上げることになるので
、好ましくない。
【００２０】
　なお、前記特許文献２には、上記した課題についての示唆がなく、基板をゲートブレー
ク装置の基板ステージに接触させた状態でゲート部の樹脂を切断分離することについても
記載がない。従って、前記特許文献２の技術に基づいて上記の課題を解決する手段を案出
することは困難である。
【００２１】
　本発明の目的は、金属板に形成されたダイパッド部上に半導体チップを搭載し、モール
ド後に封止体から金属板を剥離することによって製造される半導体パッケージにおいて、
封止体と金属板との熱膨張係数差に起因する封止体の反りを抑制することのできる技術を
提供することにある。
【００２２】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００２４】
　本発明による半導体装置の製造方法は、
（ａ）金属板と、前記金属板の片面に形成されたリードとからなる金属基板を用意する工
程と、
（ｂ）前記リード上に半導体チップを搭載し、前記半導体チップと前記リードとを電気的
に接続する工程と、
（ｃ）前記（ｂ）工程の後、前記金属基板を成形金型に装着し、前記成形金型のキャビテ
ィ内に溶融した樹脂を流し込み、前記樹脂に熱を加えることによって、前記リード、およ
び前記半導体チップを覆う第１封止体と、前記成形金型のカル、ランナおよびゲートに位
置し、前記第１封止体と一体の第２封止体とを形成する工程と、
（ｄ）前記第１および第２封止体が形成された前記金属基板を前記成形金型から取り出し
た後、前記金属基板の裏面がゲートブレーク装置の基板ステージの上面と接触するように
、前記金属基板を前記基板ステージ上に位置決めし、前記金属基板を前記基板ステージに
密着させる工程と、
（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記第２封止体に荷重を印加することによって、前記第２封
止体を前記第１封止体から分離・除去する工程と、
（ｆ）前記（ｅ）工程の後、前記第１封止体から前記金属板を剥離する工程と、
（ｇ）前記（ｆ）工程の後、前記第１封止体をダイシングすることによって、半導体パッ
ケージを得る工程と、
　を含み、
　前記（ｄ）工程において、前記第１および第２封止体が形成された前記金属基板を前記
成形金型から取り出した後、前記金属基板を前記基板ステージに密着させる工程に先だっ
て、前記金属基板を前記基板ステージと非接触の状態に保ちながら、前記金属基板を室温
雰囲気中で徐冷する工程をさらに含み、
　前記基板ステージは、複数の支持部材を備えており、前記（ｄ）工程において、前記成
形金型から取り出した前記金属基板を前記複数の支持部材で支持することによって、前記
金属基板を前記基板ステージと非接触の状態に保つものである。
【発明の効果】
【００２５】
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　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００２６】
　封止体が形成された金属基板を成形金型から取り出した後、金属基板を室温雰囲気中で
徐冷することによって、封止体と金属板との熱膨張係数差に起因する封止体の反りを有効
に抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なときを除き、同一または同
様な部分の説明を原則として繰り返さない。
【００２８】
　図１は、本実施の形態の半導体装置であるＳＯＮ(Small Outline Nonlead Package)の
製造に用いる金属基板の平面図、図２は、この金属基板の一部を拡大して示す平面図、図
３は、図２のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【００２９】
　金属基板１は、長方形の金属板８の片面にＳＯＮの外部接続端子を構成するリード２と
チップ搭載用のダイパッド部３とをマトリクス状に複数ユニット形成した構成になってい
る。すなわち、ダイパッド部（チップ搭載部）３と、このダイパッド部３を支持する吊り
リード２ａと、このダイパッド部３の周囲に形成された複数のリード（ワイヤ接続部）２
を有するデバイス領域１ａが、金属基板１の片面（主面、上面）に複数個、行列状に設け
られている。金属板８は、一例としてステンレスからなり、その寸法は、短辺×長辺＝６
６ｍｍ×１４４ｍｍである。また、リード２およびダイパッド部３は、電鋳(electro for
ming)加工によって形成された電着層からなり、金属板８に近い側からＡｕ層、Ｎｉ層お
よびＡｇ層を順次積層した厚さ数十μｍ程度の複合金属層によって構成されている。
【００３０】
　図２は、金属基板１の一部を示す拡大平面図であり、図中の２点鎖線で区画された４個
の正方形のそれぞれが１ユニット（ＳＯＮ１個分の領域）を示している。ここで、１ユニ
ットの寸法は、一例として縦×横＝１．６ｍｍ×１．６ｍｍである。従って、短辺×長辺
＝６６ｍｍ×１４４ｍｍの金属基板１からは、２０００個以上のＳＯＮが取得されるが、
図１は、リード２およびダイパッド部３を見易くするために、各ユニットの面積を実際の
面積よりも大きく示している。
【００３１】
　上記金属基板１を作製するには、まず、離型処理を施した金属板８の両面にレジストフ
ィルムを貼り付けた後、金属板８の片面のレジストフィルムを露光・現像し、リード２お
よびダイパッド部３を形成する領域の金属板８を露出させる。次に、金属イオンを含んだ
電解質溶液中に金属板８を浸漬して通電し、露出した金属板８の表面にＡｕ層、Ｎｉ層お
よびＡｇ層を順次析出させる。その後、金属板８の両面のレジストフィルムを取り除くこ
とにより、図１～図３に示す金属基板１を得る。
【００３２】
　上記リード２およびダイパッド部３が形成された金属基板１を使ってＳＯＮを製造する
には、まず、図４（金属基板１の一部拡大平面図）および図５（金属基板１の一部拡大断
面図）に示すように、ダイパッド部３上に接着剤（図示せず）を使って半導体チップ４を
搭載する。このとき、半導体チップ４は、その主面（回路形成面）を上に向けた状態でダ
イパッド部３上に搭載される。図４に示すように、半導体チップ４の主面には、例えば４
個の端子（ボンディングパッド５）が形成されており、ダイパッド部３の近傍の金属基板
１には、これらのボンディングパッド５に対応する４個のリード２が形成されている。
【００３３】
　次に、図６および図７に示すように、熱と超音波を用いたボールボンディング法によっ
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て、半導体チップ４のボンディングパッド５と金属基板１のリード２をＡｕワイヤ６で電
気的に接続する。半導体チップ４が搭載されたダイパッド部３およびリード２は、硬い金
属板８の表面に形成されているので、このワイヤボンディング工程において、リード２や
ボンディングパッド５がキャピラリの荷重で沈み込んだり、リード２やボンディングパッ
ド５とＡｕワイヤ６との接触がキャピラリの超音波振動で不安定になったりすることはな
い。
【００３４】
　次に、図８に示すように、成形金型（図示せず）を用いたトランスファモールド法によ
り、金属基板１の片面のリード２、ダイパッド部３、半導体チップ４およびＡｕワイヤ６
を封止体（第１封止体）７で気密封止する。具体的には、上記ワイヤボンディング工程が
完了した金属基板１を、金属基板１上に搭載された半導体チップ４及びＡｕワイヤ６が成
形金型の一方の面に形成されたキャビティ（凹部）の内部に位置するように、成形金型の
上型と下型とで挟んで固定した後、加熱溶融した樹脂（封止体材料）を成形金型のカルか
らランナ、次いでランナからゲートを通じてこのキャビティの内部に流し込み、金属基板
１の片面の全ユニットを封止体（第1封止体）７で一括封止する。この封止体７は、一例
としてシリコンフィラーを８０％～９０％程度含有した熱硬化性エポキシ樹脂からなり、
その硬化温度は、１７５℃～１８０℃である。キャビティの内部に供給された樹脂は、更
に成形金型に熱を加えることで硬化される。なお、本実施の形態では、図８に示すように
、複数の半導体チップ４（複数のデバイス領域１ａ）を一回の封止工程により、一括封止
しているため、様々な種類（外形寸法）の半導体装置の製造に対し、少ない数（１つ）の
成形金型で対応することが可能となる。
【００３５】
　図９（ａ）は、成形金型のキャビティ内で硬化した封止体７を示す平面図、図９（ｂ）
は、図９（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図、図１０は、キャビティ内で硬化した封止体７
を斜め上方から見た斜視図である。ここで、図中の符号７ａは、加熱溶融した樹脂を成形
金型のキャビティに流し込んだ際に、カル、ランナおよびゲートの内部で硬化した不要な
樹脂（第２封止体）を示している。この樹脂７ａは、キャビティ内の封止体７と一体に形
成されているので、金属基板１を成形金型から取り出した後、以下のような方法で封止体
７から分離・除去する。
【００３６】
　図１１は、不要な樹脂７ａを封止体７から分離・除去するゲートブレーク装置の概略図
である。ゲートブレーク装置１０は、水平な上面を有する基板ステージ１１を備えており
、この基板ステージ１１の上方には、封止体押さえ板１２、基板押さえ板１３および樹脂
突き落とし板１４がそれぞれ上下動可能に設けられている。基板ステージ１１は、樹脂７
ａを封止体７から分離・除去する際に上面の端部が摩耗するのを抑制したり、上面の平坦
性を確保したりする必要があるので、厚い金属板によって構成されている。
【００３７】
　封止体押さえ板１２は、封止体７の上面全体に上方から均等な力を印加することができ
るよう、封止体７とほぼ同じ面積で、かつ平坦な底面を有している。また、この封止体押
さえ板１２の底面は、封止体７の上面と接触したときに高温の封止体７が急冷するのを防
ぐため、例えば樹脂のような熱伝導率が低い材料によって構成されている。
【００３８】
　上記基板ステージ１１の側面の複数箇所（例えば４箇所）には、金属基板１を水平に支
持する支持部材１５が取り付けられている。これらの支持部材１５は、例えば弾性部材で
構成されている（以下、弾性支持部材と称する）。これらの弾性支持部材１５は、上方か
ら大きな荷重を印加したときに下方に収縮し、この荷重を取り除くと上方に伸張して元の
位置に復元する板バネで構成されており、それぞれの上端部は、金属基板１の裏面と点接
触するような小さい面積となっている。また、弾性支持部材１５は、荷重が印加されてい
ない状態では、それぞれの上端部が基板ステージ１１の上面よりも上方に位置するように
取り付けられている。なお、弾性支持部材１５は板バネに限定されるものではなく、例え
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ばコイル状の押しバネ、トーションバネ、ゴム状弾性体など、荷重を印加したときに収縮
し、この荷重を取り除くと伸張して元の位置に復元する特性を持った各種の弾性部材を使
用することができる。
【００３９】
　封止体７と一体に成形された樹脂７ａを封止体７から分離・除去するには、まず、金属
基板１を成形金型から取り出し、図１２に示すように、ゲートブレーク装置１０の基板ス
テージ１１の中央に位置決めする。このとき、金属基板１は、封止体７が形成された面を
上に向けた状態で基板ステージ１１の上面に搭載される。前述したように、基板ステージ
１１には、上端部が基板ステージ１１の上面よりも上方に位置する弾性支持部材１５が取
り付けられているため、金属基板１は、弾性支持部材１５によって基板ステージ１１の上
面と非接触の状態で水平に支持される。そして、基板ステージ１１と非接触の状態を保っ
たまま、金属基板１を所定の時間、室温雰囲気中に放置する。このようにすると、成形金
型から取り出された高温の金属基板１と封止体７は、室温の大気に晒されて徐々に冷却す
る。
【００４０】
　金属基板１を弾性支持部材１５で支持する際には、金属基板１と弾性支持部材１５との
位置関係にも配慮する必要がある。図１３（ａ）～（ｃ）は、室温雰囲気中で徐冷中の金
属基板１と封止体７を金属基板１の長辺と平行な方向から見た側面図である。例えば図１
３（ａ）に示すように、弾性支持部材１５の位置が金属基板１の短辺に近づき過ぎている
場合は、封止体７および金属基板１の自重によって、金属基板１の中央部が短辺側よりも
沈み込むので、冷却過程において封止体７に反りが発生する。他方、図１３（ｂ）に示す
ように、弾性支持部材１５の位置が金属基板１の中央部に近づき過ぎている場合は、金属
基板１の短辺側が中央部よりも沈み込むので、封止体７には、冷却過程において、図１３
（ａ）と反対方向の反りが発生する。従って、金属基板１を弾性支持部材１５で支持する
際には、図１３（ｃ）に示すように、封止体７および金属基板１の自重が金属基板１の中
央部と短辺側とでほぼ均等に掛かるように、弾性支持部材１５の取り付け位置をあらかじ
め調整しておくことが望ましい。すなわち、平面形状が、一対の長辺および一対の短辺を
有する長方形からなる金属基板１のそれぞれの長辺において、中央部と端部との間に弾性
支持部材１５を位置させることが好ましい。
【００４１】
　次に、上記の徐冷工程によって封止体７および金属基板１の温度がある程度低下した後
、図１４および図１５に示すように、封止体押さえ板１２を下降させ、封止体７の上面に
上方から下向きの荷重を印加する。このとき、封止体７の上面に印加する荷重は、弾性支
持部材１５のバネ力よりも大きいものとする。これにより、弾性支持部材１５が下方に収
縮し、金属基板１の下面全体が基板ステージ１１の上面に密着（接触）する。
【００４２】
　前述したように、基板ステージ１１は、熱伝導性が高い金属材料で構成されているので
、室温と同程度の温度の基板ステージ１１に金属基板１が密着すると、封止体７および金
属基板１の熱が基板ステージ１１に急速に伝わり、封止体７および金属基板１の温度が急
激に低下する。しかし、本実施の形態では、金属基板１を基板ステージ１１に密着させる
工程に先立って、所定の時間、封止体７および金属基板１を基板ステージ１１と非接触の
状態を保ちながら徐冷するので、金属基板１が基板ステージ１１に密着した時には、封止
体７および金属基板１の温度は、ある程度低下している。従って、基板ステージ１１との
接触によって封止体７および金属基板１の温度がさらに低下しても、基板ステージ１１と
金属基板１とを接触させる前の温度と、接触させた後との温度の差を小さくできるため、
この冷却過程で封止体７に加わる熱応力も小さくなり、封止体７の反りを最小限に抑制す
ることができる。
【００４３】
　図１６は、成形金型から取り出した封止体７の温度の経時変化を観測した結果を示すグ
ラフである。ここで、封止体７を構成する熱硬化性エポキシ樹脂の硬化温度は、１７５℃
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とした。
【００４４】
　グラフ内の符号Ａは、成形金型から取り出した直後の封止体７の温度を示している。ま
た、符号Ｂは、基板ステージ１１と非接触の状態で金属基板１を弾性支持部材１５上に置
いたとき、すなわち徐冷開始時の封止体７の温度を示している。金属基板１を成形金型か
ら取り出してから、弾性支持部材１５上に置くまでの時間を１０秒とした場合、金属基板
１を弾性支持部材１５上に置いたときの封止体７の温度（Ｂ）は、１５５℃であった。
【００４５】
　符号Ｃは、封止体押さえ板１２を使って封止体７の上面に荷重を加え、金属基板１を基
板ステージ１１に密着させたときの封止体７の温度を示している。金属基板１を弾性支持
部材１５上に置いてから、基板ステージ１１に密着させるまでの徐冷時間を１０秒とした
場合、金属基板１を基板ステージ１１に密着させたときの封止体７の温度（Ｃ）は、１３
５℃であった。その後、封止体７および金属基板１の熱が基板ステージ１１に急速に伝わ
ったため、封止体７（および金属基板１）の温度が急激に低下したが、封止体７の反りは
、実用上問題にならない程度であった。
【００４６】
　図１７は、比較例であり、成形金型から取り出した金属基板１を基板ステージ１１上に
直接置いたときの封止体７の温度の経時変化を示している。ここで、封止体７を構成する
熱硬化性エポキシ樹脂の硬化温度は、１７５℃とした。
【００４７】
　グラフ内の符号Ａは、成形金型から取り出した直後の封止体７の温度、符号Ｃは、金属
基板１を基板ステージ１１上に置いたときの封止体７の温度をそれぞれ示している。金属
基板１を成形金型から取り出してから、基板ステージ１１上に置くまでの時間を１０秒と
した場合、金属基板１を基板ステージ１１に置いたときの封止体７の温度（Ｃ）は、１５
５℃であった。しかし、その後、封止体７および金属基板１の熱が基板ステージ１１に急
速に伝わったため、封止体７（および金属基板１）の温度が急激に低下した結果、封止体
７の反りが無視できない程度まで顕在化した。
【００４８】
　このように、成形金型から取り出した金属基板１を基板ステージ１１上に置く工程に先
立ち、金属基板１および封止体７を室温雰囲気中で徐冷することにより、冷却過程で封止
体７に加わる熱応力を小さくすることができた結果、封止体７の反りを最小限に抑制する
ことができた。
【００４９】
　基板ステージ１１と非接触の状態を保ったまま、金属基板１および封止体７を徐冷する
場合、徐冷時間を長くする程、冷却過程で封止体７に加わる熱応力が小さくなる。しかし
、徐冷時間を長くすると、ＳＯＮの製造時間が長くなり、製造コストが上昇するので、徐
冷時間は最小限に止める必要がある。本発明者らの実験によれば、金属基板１を成形金型
から取り出してから、弾性支持部材１５上に置くまでの時間を１０秒とした場合、徐冷時
間を少なくとも１０秒以上とすることによって、封止体７の反りを実用上問題にならない
程度まで抑制することができた。一方、徐冷時間が１０秒を下回ると、封止体７の反りが
無視できない程度まで顕在化した。
【００５０】
　本実施の形態によれば、ゲートブレーク装置１０の基板ステージ１１に弾性支持部材１
５を取り付けるだけで上記の徐冷工程を実施することができる。また、徐冷工程を追加し
たことによる製造時間の増加は１０秒である。従って、本実施の形態によれば、ＳＯＮの
製造コストの上昇を最小限に抑えながら、封止体７の反りを抑制することができる。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、金属基板１および封止体７の好ましい徐冷時間を１０秒（金
属基板１を成形金型から取り出してから、弾性支持部材１５上に置くまでの時間を含める
と２０秒）としたが、徐冷時間は、封止体７を構成する熱硬化性エポキシ樹脂の硬化温度
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、金属基板１を成形金型から取り出してから弾性支持部材１５上に置くまでの時間、室温
などによっても変化する。従って、金属基板１および封止体７の好ましい徐冷時間を１０
秒（金属基板１を成形金型から取り出してから、弾性支持部材１５上に置くまでの時間を
含めると２０秒）であるとした上記の実験結果は、本発明を限定するものではない。
【００５２】
　次に、図１８および図１９に示すように、基板押さえ板１３を下降させることによって
、金属基板１を基板ステージ１１の上面に押し付け、樹脂７ａを封止体７から分離する際
の衝撃によって金属基板１がずれないように基板押さえ板１３で固定する。
【００５３】
　次に、図２０に示すように、樹脂突き落とし板１４を下降させることによって、樹脂７
ａの上面に下向きの強い荷重を加える。このようにすると、成形金型のゲート部分に残っ
た薄い樹脂７ａが切断され、封止体７から樹脂７ａが分離・除去される。図２１は、不要
な樹脂７ａが分離・除去された封止体７および金属基板１を示す斜視図である。
【００５４】
　次に、図２２に示すように、金属板８を封止体７から剥離する。このようにすると、金
属板８の表面に形成されたリード２およびダイパッド部３も同時に剥離し、封止体７側に
転写される。
【００５５】
　次に、図２３に示すように、封止体７をダイシングテープ１７に貼り付けた後、ダイシ
ングブレード１８を使い、前記図２の２点鎖線に沿って封止体７を切断することにより、
封止体７から多数のＳＯＮ２０を個片化する。
【００５６】
　図２４は、封止体７から個片化されたＳＯＮ２０を示す断面図である。本実施の形態に
よれば、成形金型から取り出した後の冷却過程における封止体７の反りを抑制することが
できるので、１個の封止体７から形状および外形寸法が揃った多数のＳＯＮ２０を歩留ま
り良く取得することができる。
【００５７】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００５８】
　前記実施の形態では、ＳＯＮの製造に適用した場合について説明したが、これに限定さ
れるものではなく、一般に、金属板に形成されたダイパッド部上に半導体チップを搭載し
、モールド後に封止体から金属板を剥離することによって製造される薄型半導体パッケー
ジの製造に広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、金属基板を用いた半導体パッケージの製造に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造に用いる金属基板の平面図である
。
【図２】図１に示す金属基板の一部を拡大して示す平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図４】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法を示す金属基板の一部拡大平
面図である。
【図５】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法を示す金属基板の一部拡大断
面図である。
【図６】図４および図５に続く半導体装置の製造方法を示す金属基板の一部拡大平面図で
ある。
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【図７】図４および図５に続く半導体装置の製造方法を示す金属基板の一部拡大断面図で
ある。
【図８】図６および図７に続く半導体装置の製造方法を示す金属基板の一部拡大断面図で
ある。
【図９】（ａ）は成形金型のキャビティ内で硬化した封止体を示す平面図、（ｂ）は（ａ
）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図１０】キャビティ内で硬化した封止体を斜め上方から見た斜視図である。
【図１１】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造に用いるゲートブレーク装置の
概略図である。
【図１２】図１１に示すゲートブレーク装置を用いた樹脂の分離・除去工程を示す概略図
である。
【図１３】（ａ）～（ｃ）は、室温雰囲気中で徐冷中の金属基板と封止体を金属基板の長
辺と平行な方向から見た側面図である。
【図１４】図１２に続く樹脂の分離・除去工程を示す概略図である。
【図１５】図１２に続く樹脂の分離・除去工程を示す斜視図である。
【図１６】本発明の一実施の形態において、成形金型から取り出した封止体の温度の経時
変化を観測した結果を示すグラフである。
【図１７】比較例において、成形金型から取り出した封止体の温度の経時変化を観測した
結果を示すグラフである。
【図１８】図１４および図１５に続く樹脂の分離・除去工程を示す概略図である。
【図１９】図１４および図１５に続く樹脂の分離・除去工程を示す斜視図である。
【図２０】図１８および図１９に続く樹脂の分離・除去工程を示す概略図である。
【図２１】不要な樹脂が分離・除去された封止体および金属基板を示す斜視図である。
【図２２】封止体から金属板を剥離する工程を示す斜視図である。
【図２３】封止体を切断して半導体装置を個片化する工程を示す断面図である。
【図２４】本発明の一実施の形態である半導体装置を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　金属基板
１ａ　デバイス領域
　２　リード
２ａ　吊りリード
　３　ダイパッド部
　４　半導体チップ
　５　ボンディングパッド
　６　Ａｕワイヤ
　７　封止体
７ａ　樹脂
　８　金属板
１０　ゲートブレーク装置
１１　基板ステージ
１２　封止体押さえ板
１３　基板押さえ板
１４　樹脂突き落とし板
１５　弾性支持部材
１７　ダイシングテープ
１８　ダイシングブレード
２０　ＳＯＮ
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